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GOジョブ株式会社の第三者割当増資の引受及び 

株式取得（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ 

  

当社は、GO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏、以下、「GO」といい

ます）が会社分割（新設分割）により設立するGOジョブ株式会社（以下、「GOジョブ社」とい

ます）が実施する第三者割当増資を引き受け、GOジョブ社を持分法適用関連会社とすることを

決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 本第三者割当増資引受の目的および理由 

 当社グループは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュ

ニティ形成・資金支援・出口支援等の企業成長を支える「成長産業支援プラットフォーム」

構築を目指し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。 

当社グループは、成長企業への人材流動化を推進することが、新たなビジネス機会の創出

やイノベーションの発展につながり、結果的に我が国の持続的な経済成長を支えるものとし

て取り組んでいます。 

従来、当社グループは、主としてスタートアップ企業に対し、管理職層を中心とした人材

支援を行ってまいりましたが、少子高齢化が進む中で、インフラの現場を支えるノンデスク

ワーカー領域に対する人材支援も我が国の持続的な経済成長に欠かせないものであると考え

ています。特に、我が国の交通や物流インフラを支えるドライバー職は、就業人口の自然減

が進む中、働き方に関する規制等も進み深刻な人材不足に陥っています。 

このような中、GOは、タクシーアプリ『GO』のブランドを活かし、タクシー乗務員を起

点としたドライバー職の人材採用プラットフォーム事業を展開しており、同事業はGOが展

開する様々な事業の中でも、高い成長を実現している事業の一つです。 

今般、同事業の成長スピードを一層加速し、より強固な事業基盤を構築することを目的

に、GO ジョブ社として分社化が行われることとなり、当社グループは、資本参画を通じて

GO ジョブ社へ人材事業に関する知見を還元し、その成長を支援してまいります。あわせ

て、ノンデスクワーカー領域の人材支援を含めた「成長産業支援プラットフォーム」への進

化・価値創造を推進してまいります。 

本資本参画は、当社グループがヒューマンキャピタル事業において長年人材支援を行って

きたGOとの共創事業としての性格を有するものであるとともに、GO及びGOジョブ社が保

有する豊富なマーケティングノウハウとAIを活用したプロダクト構築ノウハウを吸収するこ

とは、ヒューマンキャピタル事業の運営方針として当社が掲げる「マーケティング強化・認

知度向上」、「生成AIを活用した生産性改善」に資するものと考えております。 



加えて、GOジョブ社に資本参画するパートナーの皆様とともにスタートアップ・エコシ

ステム発展及び成長企業の伴走支援における連携強化を図ることは、当社グループの各事業

の持続的な成長へつながり、将来キャッシュ・フローを増加させる取り組みになるものと考

え、本第三者割当増資の引受を決定いたしました。 

 

２． GOジョブ株式会社の概要（予定） 

代表者名 ：代表取締役会長 志水 雄一郎 

代表取締役社長 萩原 修二 

設立日 ：2025年９月１日 

本社 ：東京都港区虎ノ門 

事業内容 ：人材採用プラットフォーム事業 

   ・ドライバー特化の転職サイト『GOジョブ』の開発・運営 

   ・『GOジョブ』エージェントによる人材紹介サービスの提供 

第三者割当増資後の株主構成： 

・GO株式会社 

・フォースタートアップス株式会社 

・未来創生3号ファンド（スパークス・アセット・マネジメント株式会社） 

・SBIレオスひふみ株式会社 

・大和ハウスベンチャーズ株式会社 

 

３． 取得株式数（持株比率） 

100,000株（34.5％） 

 

４． 日程 

(1) 会社設立予定日 2025年９月１日（予定） 

(2) 増資引受予定日 2025年９月中旬（予定） 

(3) 本件株式取得日 2025年９月中旬（予定） 

 

５． 業績への影響 

 本株式取得により、GOジョブ社は当社の持分法適用関連会社となる予定です。本件が

2026年３月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。ただし、今後開示すべき事

項が生じた場合には、判明後速やかに公表いたします。 

 

以上 

 


